
景観形成・育成住民協定地区（景観育成重点地区） 

 景観形成・育成住民協定地区は、市民主体の景観の保全育成が図られている地区です。 

 協定毎に良好な景観形成のまちづくり基準を定めています。内容につきましては個別に

各協定の代表者へご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①看護大学周辺地域景観形成住民協定 

②広域農道沿線景観形成住民協定 

③琴ヶ沢線沿線景観形成住民協定（平成 30年度廃止） 

④大徳原周辺地域景観形成住民協定 

⑤ふたつのアルプス望岳の里「南田市場」景観形成住民協定 

⑥東伊那景観形成住民協定 

⑦ふれあいセンター周辺（梨の木）景観形成住民協定 

⑧伊南バイパス「駒ヶ根南部」景観育成住民協定 

⑨「光前寺周辺水仙の里」景観育成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

(令和６年度廃止)



①看護大学周辺地域景観形成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②広域農道沿線景観形成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

③琴ヶ沢線沿線景観形成住民協定（平成 30年度廃止） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街地地域 

周辺田園・河岸

段丘地域 

観光・田園地域 

中山間地域 

Ｎ 

山麓高原地域 



④大徳原周辺地域景観形成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ふたつのアルプス望岳の里「南田市場」景観形成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥東伊那景観形成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑦ふれあいセンター周辺（梨の木）景観形成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧伊南バイパス「駒ヶ根南部」景観育成住民協定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨「光前寺周辺水仙の里」景観育成住民協定 
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(令和６年度廃止)


